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ＪＲ四国労組 

 

 

～昨年を０．０６ヵ月分上回る～ 

 

ＪＲ四国労組は本日、「２０１９年度年末手当の要求」「準組合員（エキスパート社員）

の年末一時金の要求」「準組合員（契約社員）の年末一時金の要求」に関する第３回団体

交渉を行い、会社から、「年末手当については、基準内賃金の１．８９ヵ月分、エキスパ

ート社員の年末一時金については、基本賃金及び高年齢調整手当の合計額の２．２９ヵ

月分、契約社員の年末一時金については、調査期間内の勤務日数及び勤務地区、職種に

応じた額とし、それぞれ１２月６日以降準備でき次第支給する」との回答を受けた。 

ＪＲ四国労組は、回答を持ち帰り、業務対策委員会で協議した結果、鉄道運輸収入が

平成３０年７月豪雨以前の水準にまで回復していない状況において、支給月数が昨年を

０．０６ヵ月分上回るなど、ＪＲ四国労組の取り組みを最大限考慮した回答であると判

断し、１２時に妥結した。 


